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議案第６４号 

    東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和６年９月２０日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区立グリーンホール条例（昭和４４年板橋区条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

別表１階ホールの項中「８，９００円」を「８，５００円」に、「１

５，８００円」を「１７，１００円」に、「２３，０００円」を「２３，

７００円」に、「１８，５００円」を「２０，６００円」に、「３２，

４００円」を「３５，０００円」に、「３９，９００円」を「４１，６

００円」に改め、同表２階ホールの項中「１２，１００円」を「１２，

９００円」に、「２２，０００円」を「２４，７００円」に、「３１，

６００円」を「３３，８００円」に、「２５，５００円」を「２９，６

００円」に、「４４，９００円」を「５０，４００円」に、「５５，３

００円」を「６０，１００円」に改め、同表１０１会議室の項中「１， 

２００円」を「１，５００円」に、「２，４００円」を「３，０００円」 

に、「３，３００円」を「４，１００円」に、「２，９００円」を「３，

７００円」に、「５，０００円」を「６，５００円」に、「６，０００

円」を「７，５００円」に改め、同表５０１会議室の項中「７８０円」

を「８３０円」に、「１，６００円」を「１，７００円」に、「２，２

００円」を「２，３００円」に、「１，９００円」を「２，１００円」 

に、「３，２００円」を「３，６００円」に、「３，９００円」を「４，

２００円」に改め、同表５０２会議室の項中「８８０円」を「１，２０

０円」に、「１，８００円」を「２，５００円」に、「２，５００円」

を「３，５００円」に、「２，２００円」を「３，１００円」に、「３， 

７００円」を「５，２００円」に、「４，４００円」を「６，２００円」 
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に改め、同表５０３会議室の項中「１，４００円」を「１，９００円」

に、「２，６００円」を「３，６００円」に、「３，５００円」を「４，

９００円」に、「３，１００円」を「４，３００円」に、「５，３００

円」を「７，４００円」に、「６，４００円」を「８，８００円」に改

め、同表５０４会議室の項中「２，１００円」を「２，９００円」に、

「４，２００円」を「５，９００円」に、「６，０００円」を「８，３ 

００円」に、「４，９００円」を「６，９００円」に、「８，６００円」 

を「１１，７００円」に、「１０，５００円」を「１４，１００円」に

改め、同表６０１会議室の項中「５，０００円」を「５，８００円」に、

「９，３００円」を「１１，４００円」に、「１３，４００円」を「１

５，４００円」に、「１１，１００円」を「１３，８００円」に、「１

９，２００円」を「２２，８００円」に、「２３，８００円」を「２７，

１００円」に改め、同表７０１会議室の項中「１，４００円」を「２，

０００円」に、「２，９００円」を「４，１００円」に、「４，０００

円」を「５，６００円」に、「３，６００円」を「５，０００円」に、

「６，１００円」を「８，４００円」に、「７，２００円」を「９，９

００円」に改め、同表７０２会議室の項中「８８０円」を「１，２００

円」に、「１，８００円」を「２，５００円」に、「２，４００円」を

「３，４００円」に、「２，２００円」を「３，１００円」に、「３， 

７００円」を「５，２００円」に、「４，４００円」を「６，２００円」 

に改め、同表７０３会議室の項中「１，７００円」を「２，４００円」

に、「３，４００円」を「４，８００円」に、「４，７００円」を「６，

６００円」に、「４，３００円」を「６，０００円」に、「７，３００

円」を「１０，０００円」に、「８，６００円」を「１１，７００円」

に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に利用申請が受理された、令和７年４月１
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日（以下「基準日」という。）以後の利用に係る使用料（指定管理者

により東京都板橋区立グリーンホールの管理を行う場合は利用料金。

以下同じ。）について適用し、基準日前の利用に係る使用料及び施行

日前に受理された利用申請に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

  

（提案理由） 

 使用料の額及び利用料金の上限額を改定する必要がある。 


